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2025

1.570 1.820

●【フラット３５】S,子育てプラス等の金利引下げメニューは、借換融資には利用できません。●【フラット３５】S、子育てプラス等の金利引下げメニューには、予算金
額があり、予算金額に達する見込みとなった場合は、受付を終了させていただきます。受付終了日は、終了する約３週間前までにフラット３５サイト（www.flat３
５.com)でお知らせします。●【フラット３５】S等で金利の引下げの適用を希望される場合、一定の基準を満たす必要があります。詳細は、フラット３５サイト（www.flat
３５.com)でご確認下さい。●【フラット３５】子育てプラスおよび新しいポイント制度は、２０２４年２月１４日以降の資金受取分から適用します。※1 借入申込時に夫
婦（同性パートナーを含みます。）であり、借入申込年度の４月１日において夫婦のいずれかが４０歳未満である世帯を言います。※2 借入申込年度の４月１日に
おいて１８歳未満である子（胎児および孫を含みます。ただし、孫にあってはお客さまのどの同居が必要です。）をいいます。※3 地方移住支援型を単独で利用す
る場合は、当初５年間年▲０．６％となります。

新機構団信（デュエット（ペア連生団信））の場合 新機構団信付きの【フラット３５】の借入金利 +0.18％
新３大疾病付機構団信の場合 新機構団信付きの【フラット３５】の借入金利 +0.24%

(注1)上表の「借入金利は、新機構団信付きの【フラット35】の借入金利です。加入する団信生命保険の種類に応じて【フラット35】の借入金利は異なります。

(注2)健康上の理由その他の事情で団体信用生命保険に加入されない場合は、「新機構団信付きの【フラット35】の借入金利-0.2％」でご利用いただけます。
※いずれの場合も事務手数料を含む実質年率15.0％以下

5

事務手数料（税込）：融資金額✕2.2％ 最低事務手数料 220,000円
実 質 年 率 ：15.0％以下

http://www.flat/
http://www.flat35.com/


【フラット３５】元利均等毎月払い・元金均等毎月払い(６ヶ月毎ボーナス併用可)／毎月５日にお客様の預金口座から口座振替により返済(休日の場合翌金融機関
営業日)※約定返済日は毎月１３日/遅延損害金：年率１４．５％／住宅金融支援機構による第１順位抵当権設定/融資期間：①②のいずれか短い方①１５年(１７
９回)以上最大３５年(４２０回)以内[１年単位]※申込ご本人の年齢が６０歳以上の場合は１０年(１１９回)以上②完済時年齢が８０歳となるまでの年数／実質年率
１５．０％以下／保証人不要／貸付限度額８，０００万円以内

※㈱ファミリーライフサービスの審査、ローンを買い取ることを予定している住宅金融支援機構の審査、又は提携金融機関の結果によってはローンご利用のご希望に添えない場合がございますのでご了承ください

５ポイントの場合
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1.680 1.930

■広告有効期限：2025年5月31日

新機構団信（デュエット（ペア連生団信））の場合 新機構団信付きの【フラット３５】の借入金利 +0.18％
新３大疾病付機構団信の場合 新機構団信付きの【フラット３５】の借入金利 +0.24%

(注1)上表の「借入金利は、新機構団信付きの【フラット35】の借入金利です。加入する団信生命保険の種類に応じて【フラット35】の借入金利は異なります。

(注2)健康上の理由その他の事情で団体信用生命保険に加入されない場合は、「新機構団信付きの【フラット35】の借入金利-0.2％」でご利用いただけます。
※いずれの場合も事務手数料を含む実質年率15.0％以下

事務手数料（税込）：融資金額✕2.2％ 最低事務手数料 220,000円
実 質 年 率 ：15.0％以下


